
当事務所では、交通事故問題についても、多数の案件に対応しております。 

今回は、後遺障害が「口」に残存した場合について解説します。 

● 咀嚼機能障害（口が開かない、開けにくい）、舌の異常、嚥下障害 

✓ そしゃく機能を廃したもの 

流動食以外は摂取できないものをいいます。 

✓ そしゃく機能に著しい障害を残すもの 

粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。 

✓ そしゃく機能に障害を残すもの 

固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが

医学的に確認できる場合をいいます。 

医学的に確認できる場合とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙障害等

咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認でき

ることをいいます。 

固形食物の中に咀嚼ができないものがあるとは、例えば、ご飯や煮魚など比較的柔らかいものは咀嚼で

きるが、たくあんやらっきょ、ピーナッツ等の一定の堅さの食物中に咀嚼できないものがあること、また

は咀嚼が十分にできないものがあることをいいます。 

なお、上記の認定基準には該当しないものの、開口障害等を理由として、咀嚼に相当時間を要する場合

は、12級相当の認定を受ける可能性があります。 

開口障害等を原因として、とは，開口障害、不正咬合、咀 嚼にかかる筋肉の脆弱化等を原因として、咀

嚼に相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。 

そして、この咀嚼に相当時間を要する場合とは、日常の食事において咀嚼はできるものの、食物によっ

ては咀嚼に相当の時間を要することがあることをいいます。 

● 味覚障害 

味覚障害は時間の経過により徐々に回復する場合が多いことから、等級の認定は原則として症状固定から

６ヶ月後に行なうことになります。症状固定時期をどのようにすべきかも悩ましい問題ですので、できれば

治療継続中にご相談いただくことをお勧めいたします。  

等級 後遺障害 

１級２号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 

３級２号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの（嚥下の機能を廃したもの） 

４級２号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 

６級２号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの（嚥下の機能に著しい障害を残すもの） 

９級６号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 

１０級３号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの（嚥下の機能に障害を残すもの） 

等級 後遺障害 

１２級相当 ろ紙ディスク法による最高濃度液による検査により、基本４味質がすべて認知できないもの 

１４級相当 上記検査により、基本４味質のうち１味質異常を認知できないもの 
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● 言語の機能障害（うまく発音することができない、など） 

※等級は、咀嚼機能障害の一覧を参照 

✓ 発音の種類 

語音には、母音と子音があります。また、子音を分類すると以下の４種類があります。 

⚫ 口唇音 

ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ 

⚫ 歯舌音 

な行音、た行音、だ行音、ら行音、しゅ、し、ざ行音、 じゅ 

⚫ 口蓋音 

か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん 

⚫ 咽頭音 

は行音 

そして、これらの種類のうち、発音が不能になった種類数に応じて後遺障害等級が認定されます。 

✓ かすれ声（嗄声） 

かすれ声については、その程度が著しいものについては１２級相当として認定される可能性があります。 

✓ 言語の機能を廃したもの 

口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音の４種の語音のうち、３種以上の発音不能のものをいいます。 

✓ 言語の機能に著しい障害を残すもの 

４種の語音ののうち、２種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を

疎通することができないものをいいます。 

✓ 言語の機能に障害を残すもの 

４種の語音のうち、１種の発音不能のものをいいます。 

 

● 歯牙障害（歯を欠損することにかかる障害） 

✓ 歯科補綴を加えたもの 

現実に喪失（抜歯を含む）又は著しく欠損した歯牙に対する補綴、及び歯科技工上、残存歯冠部の一部を

切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいま

す。 

 

 

各部位の詳しい説明は、交通事故サイトへ！ 

交通事故専門サイト ▶  

http://jiko.nagasesogo.com 

等級 後遺障害 

１０級４号 １４歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

１１級４号 １０歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

１２級３号 ７歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

１３級５号 ５歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

１４級２号 ３歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
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